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ウォーターPPP実施方針等書類作成支援業務委託に係る

公募型プロポーザル実施要領 (案)

１ 目的

この要領は、ウォーターPPP実施方針等書類作成支援業務委託（以下「本業務」という。）の

委託業者を、公募型プロポーザル方式により選定する場合の手続きについて、必要な事項を定

めるものである。

２ 業務概要

（１）業務名

ウォーターPPP実施方針等書類作成支援業務委託

（２）業務内容

別紙「ウォーターPPP実施方針等書類作成支援業務委託仕様書」（以下「仕様書」とい

う。）

のとおり

（３）履行場所

玉名市 上下水道工務課

（４）支払条件

業務完了検査後に一括払い

（５）特定方法

公募型プロポーザル方式

（６）策定対象

水道事業（全域）、公共下水道事業（玉名処理区）

（７）委託期間

契約締結の日から令和９年３月１９日まで

（８）業務に係る提案上限額

金５７,５００,０００円以内（消費税及び地方消費税を含む。）

契約は令和8年度単年契約とする。なお、本業務の支援結果に基づき、事業者との契約手

続きに至る業務まで委託したい場合は、本業務受注者と随意契約できるものとする。ただ

し、本業務の成績や次年度以降の予算措置の状況により契約を保証するものではない。

３ 参加資格要件

本プロポーザルへ参加を希望する者（以下「応募者」という。）は、次に掲げるすべての条件を

満たしていること。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。

（２）玉名市から玉名市工事等請負・委託契約に係る指名停止等措置要領（平成１７年告知第１０

３号）に基づく指名停止を受けていないこと。

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の
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申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開

始の申立てがなされていないこと。

（４）会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基づく清算の

開始又は破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規定に基づく産

手続開始の申立てがなされていないこと。

（５）団体等の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しないもの又は禁固刑以上の刑に処せら

れているものがいないこと。

（６）国税及び地方税の滞納がないこと。

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団又はその利益となる活動を行っている団体（以下「暴力団等」とい

う。）でないこと。（８）団体等の役員又は経営に事実上参加している者に、暴力団等の

構成員又は関係者と密接な関係を有する者がいないこと。

（９）関係法令を順守できる者。

（１０）国、地方公共団体又は特殊法人等が発注した下水道事業または水道事業を対象とした管

理・更新一体マネジメント方式の発注支援業務について、元請で履行した実績を有するこ

と。

（１１）本業務で業務の管理及び統括等を行う管理技術者1名、業務の照査を行う照査技術者1

名、管理技術者のもとで業務を担当する担当技術者数名を配置する。

（１２）管理技術者は、（１０）の実績を有しており、かつ技術士（総合技術監理部門―上下水

道）の資格を有すること。また、担当技術者は技術士（上下水道部門・上水道及び工業用

水道）と技術士（上下水道部門・下水道）の資格を有すること。ただし、管理技術者との

兼務も可能とする。なお、担当技術者は複数名としてもよい。

（１３）上水道あるいは下水道を対象としたウォーターＰＰＰの導入に係る支援業務に従事した

実績がある公認会計士を自社雇用の職員により配置できる体制を整えること。加えて、上

水道あるいは下水道を対象としたウォーターＰＰＰの導入に係る支援業務に従事した実績

がある弁護士の協力を得ることができる体制を整えること。

（１４）本市との協議や調整に十分な能力を有し、本業務の実施について、柔軟な対応ができる

事業者であること。

４ スケジュール

本業務に係るスケジュールは以下の通りとする。

内容 期日・期限

実施要領の公表 令和８年４月１日（水）

質問書の提出期限（任意） 令和８年４月１０日（金）午後５時必着

質問書に対する回答 令和８年４月１５日（水）

参加申込書等の提出期限 令和８年４月２０日（月）午後５時必着

企画提案書等の提出期限 令和８年４月２８日（火）午後５時必着

辞退届提出期限 令和８年４月２８日（火）午後５時必着
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５ 質問書の提出（任意）

本プロポーザルについて質問がある場合は、質問書（様式１号）を提出すること。

（１）提出期限

令和８年４月１０日（月）午後５時まで

（２）提出方法

質問書を電子メールにて提出すること。（電話、来庁等口頭による質問は不可）

（３）質問書への回答期限及び方法

令和８年４月１５日（水）までに、市ホームページに掲載する。

６ 参加申込書等の提出

（１）提出書類

※オ、カについては、発行後３か月以内のもの

※カについては、税務署及び本社所在の自治体で発行されたもの

（２）提出期限

令和８年４月２０日（月）午後５時まで（郵送の場合は必着）

（３）受付時間

午前８時３０分から午後５時まで（土・日、祝日等は除く）

（４）提出方法

郵送又は持参

※郵送する場合は、一般書留又は簡易書留、あるいはレターパックによることとし、封筒表

面に「ウォーターPPP実施方針等書類作成支援業務委託 参加申込書在中」と明記するこ

と。

プレゼンテーション 令和８年５月中旬 （予定）

審査結果通知・公表 令和８年５月下旬 （予定）

契約締結 令和８年５月下旬 （予定）

提出書類 提出部数 備考

ア 参加申込書（様式第２号） １部

イ 会社概要書（様式第３号） １部 会社概要を紹介したパンフレット可

ウ 参加資格チェックリスト

（様式第４号）

1部

エ 業務実績調書（様式第５号） １部 受託者であることが証明できる文書

等を添付すること。

オ 登記事項証明書 １部 コピー可

カ 納税証明書（滞納がないこと

の証明書）

１部 消費税及び地方消費税、法人税、都

道府県税、市町村税
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７ 企画提案書等の提出

（１）提出書類

（２）書類作成に当たっての留意事項

ア 提出する書類の企画はＡ４版片とじ・横書き・片面とし、（１）ア～カを順に束ね、通し

でページ番号を付すこと。

イ 仕様書の業務内容を踏まえること。

（３）提出期限

令和８年４月２８日（火）午後５時まで（郵送の場合は必着）

（４）受付時間

午前８時３０分から午後５時まで（土・日、祝日等は除く。）

（５）提出方法

郵送又は持参

※郵送する場合は、一般書留又は簡易書留、あるいはレターパックによることとし、封筒面

に「ウォーターPPP実施方針等書類作成支援業務委託 企画提案書在中」と明記すること。

８ 評価項目及び評価基準

（１）審査方法

本市が設置する「玉名市上下水道事業におけるウォーターPPP 発注支援事業者選定委員会」（以

下「選定委員会」という。）において、企画提案書及びプレゼンテーションの内容について、次に

示す審査項目及び配点に基づいて審査を行うものとする。

（２）審査項目及び配点

提出書類 提出部数 備考

ア 企画提案書 （様式第６号） 正本１部

副本１部

１枚

イ 企画提案書別紙（様式任意） 正本１部

副本１部

最大Ａ４で４枚程度

ウ 業務実施体制調書（様式第７号） 正本１部

副本１部

１枚以上

エ 業務工程表（様式任意） 正本１部

副本１部

１枚

業務工程と役割分担が具体的

にわかるよう提案すること。

オ 見積書 （様式第８号） 正本１部

副本１部

１枚

カ 事業費積算内訳書（様式任意） 正本１部

副本１部

様式等不問
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（３）プレゼンテーションの実施

ア 実施日

令和８年５月中旬実施予定

※実施日や開始時間、会場等の詳細は別途通知する。

イ 内容

プレゼンテーション及び質疑応答

ウ 説明者

本業務に携わる管理責任者を含めて３人以内とする。

エ 実施方法

プレゼンテーションは企画提案書の受付順で実施するものとし、１事業者あたりの時間は

５０分以内とする。（準備５分、プレゼンテーション２０分、質疑応答２０分、片付け５分程

度）

オ 説明方法

任意とするが、パソコン及びプロジェクター等の機器は事業者が持参すること。（スクリー

ンは市で準備する。）

審査項目 審査基準 配点

業務実績
本業務の実施に必要な実績、業務遂行に必要なノウハウを有

しているか。
10

業務実施体制
専門的な知識を有する担当者等が適正に配置されているか。

円滑な業務の推進が期待できるか。
20

業務工程 業務の実施時期が明確かつ実効可能なものとなっているか。 10

企画提案内容

本市における官民連携手法の導入における留意点について、

について、目的や条件等を理解した適切な提案となっている

か。また、詳細で具体的な内容になっているか。

20

実効的な公募書類（要求水準書、募集要項等）の作成となっ

ているか。
20

その他効果的な提案事項として業務の遂行に有効な、独自の

アイデアを活かした提案
10

提案額
10 点×最も低い見積額／当該事業者の見積額

※小数点以下切捨
10

合計 100
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（４）受託候補者の選定

選定委員会の審査により順位を決定し、最高得点者の事業者を受託候補者として選定する。

ただし、審査項目に基づく各審査委員の評点の平均が６０点に満たない事業者は、選定の対象

としない。

（５）審査結果の通知

審査結果については、審査後１週間以内に、全ての参加事業者に書面で通知するとともに、

市のホームページで公表を行う。なお、審査結果の公表時には、最高得点者以外の応募者名は

非公表とする。

９ 失格事項

本プロポーザルへの参加事業者が、次のいずれかに該当した場合は、失格とする。

（１）本要領２（８）に示す提案上限額（総額）を超える提案を行った場合

（２）本要領３に示す参加要件を満たさなくなった場合

（３）本要領８（３）に基づくプレゼンテーションに参加しなかった場合

（４）提出書類及びプレゼンテーションの内容等について、虚偽、不正等があることが明らかに

なった場合

（５）他の参加事業者と応募内容について相談するなど、公平、公正なプロポーザルの実施を阻

害したと本市が認めた場合

１０ その他留意事項

（１）本プロポーザルの参加検討から業務開始に至るまでに要する一切の費用は、参加事業者の

負担とする。

（２）企画提案書は、１者につき１案とする。

（３）企画提案書等、本プロポーザルに係る全ての提出物は返却しない。

（４）電子メール等の通信事故については、当市はいかなる責任も負わない。

（５）提出書類の著作権は、参加事業者に帰属するものとする。ただし、本市は、本プロポーザ

ルの結果の公表など本市が必要と判断した場合には、参加事業者の了承を得た上で、応募書類

の全部又は一部を無償で使用できるものとする。

（６）提出書類は、玉名市情報公開条例（平成１７年条例第１２号）に規定する「公文書」とし

て、同条例に基づく開示請求の対象となる。ただし、企業ノウハウに関することなど参加事業

者が知的財産と認める情報については、開示しないものとする。また、情報の開示は、原則と

して本プロポーザルによる候補者決定後とする。

（７）本プロポーザルへの参加申込を取り下げる場合は、辞退届（様式第９号）を提出するこ

と。

１１ 問合せ・書類等の提出先
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〒865-8501 熊本県玉名市岩崎１６３番地

玉名市企業局 上下水道工務課 担当：竹森・松下

電話：0968-75-1144

電子メール：jogekomu@city.tamana.lg.jp


